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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第６期

第１四半期連結
累計期間

第７期
第１四半期連結

累計期間
第６期

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

自平成25年１月１日
至平成25年12月31日

事業収益 （千円） 30,912 23,062 228,044

経常損失（△） （千円） △556,507 △553,290 △1,819,699

四半期純利益又は四半期（当期）純
損失（△）

（千円） △558,825 982,685 △1,108,270

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △531,843 △161,192 126,389

純資産額 （千円） 4,778,573 5,584,940 5,746,081

総資産額 （千円） 4,995,013 6,474,600 6,648,177

１株当たり四半期純利益金額又は１
株当たり四半期（当期）純損失金額
（△）

（円） △42.12 72.48 △82.70

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額

（円） － 71.66 －

自己資本比率 （％） 95.7 85.7 85.9

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △604,904 △595,174 △2,179,215

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △52,522 1,840,142 951,847

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － 309,275

現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

（千円） 4,235,321 5,244,707 4,035,228

 
（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
２．事業収益には、消費税等は含まれておりません。
３．第６期第１四半期連結累計期間及び第６期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約及び契約期間満了により終了した契約は、次のと

おりであります。

 

（1）新たに締結した重要な契約

契約書名 産学協同研究部門設置契約

契約先 国立大学法人　名古屋大学

契約締結日 平成26年２月18日

契約期間 平成26年４月１日から３年間

主な契約内容

①　当社は、名古屋大学　環境医学研究所内（愛知県名古屋市千種区不老町）に産学協同研究
部門（部門名：薬効解析部門）を設置する。

②　産学協同研究部門の設置に伴い、国立大学法人　名古屋大学は、施設、付随サービス及び
用役（ユーティリティ）を提供し、当社はこれを利用する。

③　当社は、国立大学法人　名古屋大学に対し、一定の研究経費及び産学連携推進経費を支払
う。

 
 

（2）契約期間満了により終了した契約

契約書名 共同研究契約書

契約先 旭化成ファーマ株式会社

契約締結日 平成25年11月19日

契約期間 契約締結日から平成26年３月31日まで

主な契約内容

①　当社は、旭化成ファーマ株式会社と特定のイオンチャネルに対する活性を持つ化合物の探
索に関する共同研究を実施する。

②　当社は、上記①の開始時の対価として本契約の締結に伴う契約一時金を、また共同研究の
結果化合物が創出された場合に成功報酬を受領する。

③　共同研究の結果化合物が創出された場合、旭化成ファーマ株式会社と当該化合物に関する
更なる共同研究実施のための契約を締結する。

 
（注）契約期間満了に伴い、当初の目的を達成し終了しておりますが、今後同社との間で、関連する新たな共同研究を開

始する予定であります。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要や建設投資の持ち直しが

続いたことから、非製造業を中心に全業種で業績が堅調に推移したものの、増税後の経済情勢に対する見通しは厳

しく、経済情勢の先行きは不透明となっております。

製薬業界におきましては、政府による後発医薬品使用促進策等の医療費抑制策の進展に加え、市場のグローバル

化や異業種からの参入、企業間競争の激化等、引き続き厳しい経営環境のもとに推移しております。

このような環境下において、当社グループは医薬品開発化合物の継続的な創出、研究開発ポートフォリオの拡充

及びそれら開発化合物の導出を目指し、研究開発活動及び営業活動に積極的に取り組んでまいりました。

事業面では、当社が創出した化合物が米国で相次ぎ特許査定を受けグローバルなライセンス契約活動に弾みがつ

いたほか、国内においては旭化成ファーマ株式会社との創薬研究に関する共同研究が順調に推移しマイルストーン

収入を受けることができました。また２月には、国立大学法人名古屋大学との間で、産学協同研究部門「薬効解析

部門」設置に関する契約を締結し、4月以後の同部門の本格的な稼働に向けて、準備を進めました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、事業収益23百万円（前年同四半期比25.4％減）、営業損失

523百万円（前年同四半期は536百万円）、経常損失553百万円（前年同四半期は556百万円）、四半期純利益982百

万円（前年同四半期は四半期純損失558百万円）となりました。なお、事業費用の総額は546百万円（前年同四半期

比3.7％減）であり、そのうち研究開発費は321百万円（前年同四半期比10.7％減）、その他の販売費及び一般管理

費は222百万円（前年同四半期比7.4％増）となりました。また、当第1四半期連結累計期間におきましては、投資

有価証券売却益1,542百万円を計上しております。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ1,209百万円増加し、5,244百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により使用した資金は、595百万円（前年同四半期は604百万円の使用）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益988百万円を計上したものの、投資有価証券売却益1,542百万円を計上していることによる

ものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により獲得した資金は、1,840百万円（前年同四半期は52百万円の使用）となりました。これは主に、

投資有価証券の売却による収入1,853百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増減はありません（前年同四半期も同様）。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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（4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、321百万円であります。また、当第１四半期

連結累計期間における当社グループの研究開発活動の状況は、次のとおりであります。

 

（探索段階）

炎症性疼痛及び神経因性疼痛を主たる適応症としたナトリウムチャネル遮断薬のプロジェクトでは、複数の開発

候補化合物の特性評価を継続して実施しました。

癌に伴う食欲不振を主たる適応症としたグレリン受容体作動薬のプロジェクトでは、新規開発化合物の創出を目

指した探索研究を進め、リード化合物を見出しました。

神経因性疼痛を主たる適応症としたTRPM8遮断薬のプロジェクトでは、新規化合物の評価を継続して実施し、

リード化合物を見出しました。

なお、製薬企業等との共同研究については以下のとおり実施しており、それぞれ順調に推移しております。

会社名 開始月 内容

Eli Lilly and Company（米国） 平成22年12月
疼痛領域における特定のイオンチャネルを標的とした
共同研究

味の素製薬株式会社 平成24年10月
消化器領域における特定のイオンチャネルを標的とし
た共同研究

インタープロテイン株式会社 平成25年２月
疼痛領域における特定の蛋白質間相互作用を標的とし
た共同研究

カルナバイオサイエンス株式会社 平成25年３月 特定のキナーゼを標的とした創薬研究

 

また、以下の共同研究については、当初の目的を達成し終了すると共に、今後同社との間で新たな共同研究を開

始することになりました。

会社名 開始月 内容

旭化成ファーマ株式会社 平成25年11月 特定のイオンチャネルを標的とした共同研究
 
 

（前臨床開発段階）

①　5-HT2B拮抗薬（RQ-00310941）

下痢型過敏性腸症候群（IBS）を適応症として開発中の本化合物については、当第１四半期において、in vivo

薬効薬理試験、薬物動態試験、毒性試験（GLP基準）、安全性薬理試験（GLP基準）を実施し、報告書の作成をい

て終了した試験の報告書の作成を進めました。

②　モチリン受容体作動薬（RQ-00201894）

消化管運動障害を適応症として開発中の本化合物については、当第１四半期において、in vivo薬効薬理試

験、薬物動態試験、毒性試験（GLP基準）、安全性薬理試験（GLP基準）を実施し、報告書の作成を進めました。

また、一部の継続中の薬物動態試験については、引き続き試験を実施しております。

 

（臨床開発段階）

①　5-HT4部分作動薬（RQ-00000010）

機能性胃腸障害（FGID）を適応症として開発中の本化合物については、当第１四半期においては、次のステッ

プとして患者における本開発化合物の効果を確認する試験実施のために、既に行った複数の国内外医師へのイン

タビューを通じて、その可能性、適切な適応症等について検討を継続しております。また、今後実施する可能性

のある共同研究の実施についてその準備を進めました。

②　EP4拮抗薬（RQ-00000007及びRQ-00000008）

慢性炎症性疼痛、急性痛、炎症、自己免疫疾患、アレルギー及び癌等への適応の可能性があると考えられる本

化合物については、これらの適応症に係る動物モデルや抗癌作用の評価技術等を持つ研究機関との共同研究を行

いました。

③　アシッドポンプ拮抗薬（RQ-00000004）

胃食道逆流症（GERD）を適応症として米国及び韓国で開発中の本開発化合物については、日本での臨床開発を

進めるべく、本第1四半期において日本国内での第Ⅰ相臨床試験の準備を行いました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 37,068,800

計 37,068,800

 

②【発行済株式】
 

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 13,557,200 13,557,200

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

単元株式数100株

計 13,557,200 13,557,200 ― ―
 
（注）「提出日現在発行数」欄には、平成26年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

（2）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第９回新株予約権（平成26年３月14日取締役会決議）

決議年月日 平成26年３月14日

新株予約権の数（個） 39,000　（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 39,000　（注）２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 596　（注）４

新株予約権の行使期間 自　平成28年３月15日　至　平成36年３月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加す
る資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに
従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額
とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端
数を切り上げた額とする。

新株予約権の行使の条件 （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定はできない。

代用払込みに関する事項 ――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）６
 
（注）１．取締役会により発行を決議した新株予約権の数は39,000個であり、平成26年３月14日開催の取締役会にお

いて上記条件の新株予約権39,000個の付与を決議しております。
２．新株予約権１個につき目的となる株式の数は、１株であります。但し、新株予約権１個当たりの目的とな

る株式数は、下記３により調整される場合には、当該調整後の目的となる株式数に新株予約権の個数を乗
じた数に調整を行うものとしております。

３．新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法は、以下のとおりであります。
（1）当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法の規定に従って行使価額（新

株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額）の調整を行う場合には、新株
予約権１個当たりの目的である株式の数は、次の算式により調整される。

調整後株式数　＝
調整前株式数　×　１株当たり調整前行使価額

１株当たり調整後行使価額
 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、それぞれ新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額又はその算定方法に基づき調整される前の行使価額及び当該調整後の行使価額とする。
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（2）上記（1）の調整は、新株予約権のうち、当該調整時点で行使されていない新株予約権の目的であ
る株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数の株式については、これを切り捨て
るものとする。

（3）調整後株式数の適用日は、当該調整事由にかかる新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は
上記（2）又は下記（4）による行使価額の調整に関し、それぞれに定める調整後行使価額を適用する日
と同日とする。

（4）新株予約権の目的である株式の数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその
事由、調整前株式数、調整後株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された
新株予約権の新株予約権者に通知する。

４．新株予約権の行使に際して出資される財産の算定方法は、以下のとおりであります。
（1）当社は、新株予約権の割当後、下記（2）に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は

変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」という。）をもって行
使価額を調整する。

 
 
調整後行使価額　＝　調整前行使価額　×

 
既発行
株式数

 
＋

新発行・
処分株式数

×
１株当たりの
発行・処分価額

調整前行使価額
既発行株式数　＋　新発行・処分株式数

 
（2）行使価額調整式により新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。
①　調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の保有する当社普通

株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権
利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通
株式を交付する場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当て
の場合はその効力発生日とする。）の翌日以降、又はかかる発行もしくは処分につき株主に割当て
を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②　株式分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③　調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又
は調整前行使価額を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予
約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件
で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権
の場合は割当日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。但し、株主に
割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、当該基準日の翌日以降これを適用す
る。

④　当社の発行した取得条項付株式、又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを
含む。）の取得と引換えに調整前行使価額を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤　上記①から③の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総
会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①から③に関わらず、調整
後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日
の翌日から当該承認があった日までに新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の
算出方法により、当社普通株式を交付する。

 
株式数　＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）　×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
 
この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

（3）①　行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。
②　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日があ

る場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の前日におけ
る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の保有する当社普通株式数を控除した数とす
る。

（4）上記（2）の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、新株予約権者と
協議のうえ、合理的な範囲で必要な行使価額の調整を行うことができる。
①　株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式交換、株式移転又は合併のために行使価額の

調整を必要とするとき。
②　その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要と

するとき。
③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算

出に当たり使用すべき調整前行使価額につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
（5）上記（1）又は（4）により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整前行使

価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面により新株予
約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。
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５．新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
（1）１個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
（2）新株予約権者が本行使期間到来前に当社の取締役、監査役又は従業員の地位のいずれをも喪失した場

合、新株予約権を行使することができない。但し、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役
会が正当な理由があると認めた場合については、この限りではない。

（3）新株予約権者が、①禁錮以上の刑に処せられたとき、②当社と締結した契約に違反したとき、③法令違
反を犯したとき、④降格以上の懲戒処分を相当とする懲戒事由に該当したとき、⑤その他不正行為によ
り当社の信用を毀損したときは、新株予約権を行使することができない。

（4）その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるとこ
ろによる。

６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりであります。
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、当社が新設合併消滅会社となる新設合併、当社が吸収分割会社
となる吸収分割、当社が新設分割会社である新設分割、当社が株式交換完全子会社となる株式交換又は当
社が株式移転完全子会社である株式移転を行う場合（以上を総称して、以下、「組織再編行為」とい
う。）には、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約
権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホま
でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに
発行する。
但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一とする。

（2）新株予約権の目的である株式
再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記３に準じて合理的に決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される新株予約権の行使に際して出資される１株当た
りの金銭の額に、上記（3）により決定される新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

（5）新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から平成36年３月14日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、これを切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①記載の資本金
等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（7）新株予約権の行使の条件、当社が新株予約権を取得することができる事由等
上記６に準じるほか、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は
株式移転計画において定める。

（8）譲渡による新株予約権の取得の制限
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年１月１日～
平成26年３月31日

－ 13,557,200 － 8,627,912 － 3,911,912

 
 

（6）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　13,555,800 135,558 －

単元未満株式 普通株式　　　　　 1,400 － －

発行済株式総数 13,557,200 － －

総株主の議決権 － 135,558 －
 
 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －
 
 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（1）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,035,228 5,244,707

売掛金 59,700 20,545

仕掛品 647 －

原材料及び貯蔵品 46,544 38,082

その他 221,562 317,284

流動資産合計 4,363,684 5,620,620

固定資産   

有形固定資産 7,160 33,511

無形固定資産 11,788 13,643

投資その他の資産   

投資有価証券 2,220,670 749,598

その他 44,873 57,226

投資その他の資産合計 2,265,544 806,825

固定資産合計 2,284,493 853,980

資産合計 6,648,177 6,474,600

負債の部   

流動負債   

未払金 141,653 745,210

未払法人税等 17,312 7,492

その他 73,805 78,113

流動負債合計 232,771 830,815

固定負債   

繰延税金負債 669,325 58,844

固定負債合計 669,325 58,844

負債合計 902,096 889,659

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,627,912 8,627,912

資本剰余金 3,911,912 3,911,912

利益剰余金 △8,073,758 △7,091,073

株主資本合計 4,466,066 5,448,751

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,246,865 102,987

その他の包括利益累計額合計 1,246,865 102,987

新株予約権 33,150 33,201

純資産合計 5,746,081 5,584,940

負債純資産合計 6,648,177 6,474,600
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（2）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

事業収益 30,912 23,062

事業費用   

事業原価 － 2,552

研究開発費 360,276 321,492

その他の販売費及び一般管理費 206,826 222,248

事業費用合計 567,103 546,292

営業損失（△） △536,190 △523,230

営業外収益   

受取利息 532 294

受取家賃 1,184 1,184

固定資産売却益 1,418 －

その他 1,121 644

営業外収益合計 4,257 2,123

営業外費用   

為替差損 1,671 32,184

投資損失引当金繰入額 22,298 －

その他 605 －

営業外費用合計 24,574 32,184

経常損失（△） △556,507 △553,290

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,542,184

特別利益合計 － 1,542,184

特別損失   

特別退職金 1,340 －

特別損失合計 1,340 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△557,848 988,894

法人税等 977 6,208

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△558,825 982,685

四半期純利益又は四半期純損失（△） △558,825 982,685
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△558,825 982,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 26,982 △1,143,877

その他の包括利益合計 26,982 △1,143,877

四半期包括利益 △531,843 △161,192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △531,843 △161,192
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△557,848 988,894

減価償却費 8,920 1,731

投資損失引当金の増減額（△は減少） 22,298 －

受取利息 △532 △294

受取家賃 △1,184 △1,184

固定資産売却損益（△は益） △1,418 －

為替差損益（△は益） △2,758 28,397

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,542,184

特別退職金 1,340 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,560 39,154

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,548 9,109

未払金の増減額（△は減少） 865 △16,533

その他 △66,104 △95,081

小計 △598,410 △587,991

利息及び配当金の受取額 406 274

特別退職金の支払額 △4,000 －

法人税等の支払額 △3,840 △9,286

その他 940 1,829

営業活動によるキャッシュ・フロー △604,904 △595,174

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 1,853,247

有形固定資産の取得による支出 △670 △430

有形固定資産の売却による収入 3,736 －

無形固定資産の取得による支出 △5,588 －

差入保証金の差入による支出 － △12,675

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,522 1,840,142

財務活動によるキャッシュ・フロー   

財務活動によるキャッシュ・フロー － －

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,758 △35,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △654,668 1,209,478

現金及び現金同等物の期首残高 4,889,989 4,035,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 4,235,321 ※ 5,244,707
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

現金及び預金勘定 4,285,321千円 5,244,707千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △50,000 －

現金及び現金同等物 4,235,321 5,244,707
 
 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年３月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年３月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年３月31日）

当社グループは、「医薬品の研究開発」並びにこれらに関連する事業内容を行っており、事業区分が単一セグ

メントのため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年３月31日）

当社グループは、「医薬品の研究開発」並びにこれらに関連する事業内容を行っており、事業区分が単一セグ

メントのため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日

至　平成25年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

（1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期
純損失金額（△）

△42円12銭 72円48銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
（千円）

△558,825 982,685

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損
失金額（△）（千円）

△558,825 982,685

普通株式の期中平均株式数（株） 13,267,200 13,557,200

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 71円66銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 155,777

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

――― 平成26年３月14日の取締役
会決議に基づく第９回新株
予約権
新株予約権の個数 39,000個
新株予約権の目的となる株
式の数　普通株式 39,000株
なお、この概要は「第３ 提
出会社の状況 (2)新株予約
権等の状況」に記載のとお
りであります。

 
（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

当社連結子会社の株式会社AskAtは、平成26年４月21日の取締役決定に基づき、平成26年４月28日に第２回普通

社債を発行し、払込が完了しております。その概要は、以下のとおりであります。

 

(1) 社債の名称            株式会社AskAt第２回普通社債

(2) 発行総額（払込金額）  １億1,000万円

(3) 発行価格              額面100円につき金100円

(4) 利率                  年15％

(5) 償還期日              平成27年４月28日

(6) 償還方法              満期一括償還

(7) 担保・保証の有無      担保又は保証は付されておりません。

(8) 資金使途              当社が引き受けた第１回普通社債（発行総額１億円、償還期日 平成26年５月１

日）の償還資金に充当しております。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  
   
 

 

 平成２６年５月９日

ラ ク オ リ ア 創 薬 株 式 会 社  

 取　締　役　会　御　中  

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西松　真人　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 佐野　明宏　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　達治　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているラクオリア創

薬株式会社の平成２６年１月１日から平成２６年１２月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成２６

年１月１日から平成２６年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年１月１日から平成２６年３月３１

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計

算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ラクオリア創薬株式会社及び連結子会社の平成２６年３月３１日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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